
別紙 6-1

設備定期点検保守業務

センターに設置されている電気設備、機械設備等について、機能的かつ適切な運転

操作の推進を基本として、定期点検整備により設備機器の耐久性を図るため、設備定

期保守点検業務 実施要領（別紙6-3）に基づき実施する。

本実施要領に記載のない事項については、最新版の国土交通省大臣官房官庁営繕部

「建築保全業務共通仕様書」による。

１．業務内容

（１）以下の表に示した定期点検、法定点検、各種点検保守業務の実施について、

添付の年間実施計画（別紙6-2）を参考に作成する。

（２）年間実施計画及び設備定期保守点検業務 実施要領に基づき、本業務を実施

する。

（３）業務実施前又は実施後に、官公庁への届出・手続が必要なものは、届出また

は手続を代行する。

設備 業務内容

１．電気設備 （１）受変電設備点検

（２）自家用発電設備点検整備

（３）直流電源装置点検

（４）構内電話交換設備保守

２．空気調和設備 （１）空気調和機フィルター清掃

（２）空気調和機点検整備（大型パッケージ型空気

調和機）

（３）空気調和機点検整備（マルチエアコン）

（４）換気扇等吸込口・空調機吹出口清掃

（５）厨房フードグリスフィルター清掃

（６）厨房給排気ダクト清掃

（７）加湿用軟水装置点検

（８）冷媒漏えい点検（定期点検）

３．給排水衛生設備 （１）水槽清掃

（２）給湯用ボイラー点検整備

（３）厨房等排水管高圧洗浄

４．監視制御設備 （１）中央監視装置点検

５．防災設備 （１）消防用設備点検

６．搬送設備 （１）エレベーター点検
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７．ビル衛生管理 （１）室内空気環境測定

（２）飲料水水質検査

（３）害虫駆除

（４）簡易専用水道検査

（５）特定建築物衛生管理状況調査

８．その他の設備

（１）食堂 POSシステム保守

（２）自動ドア保守

（３）ホテルカードロックシステム保守

（４）客室温水洗浄便座の整備保守

（５）加湿空気清浄機保守

２．その他

本業務は、専門業者への再委託は可能。

以上
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別紙6-2

年回数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 備考

受変電設備点検 1回 ●

自家用発電設備点検整備 1回 ●

直流電源装置点検 1回 ●

構内電話交換設備保守

　交換機本体、主配線盤点検 12回 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　故障受付・対応等 随時

空気調和機フィルター清掃 4回 ● ● ● ●

　うち、AC-2・AC-3 9回 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
中間季以外に
実施

　うち、AC-4-1・AC-4-2 2回 ● ●

空気調和機点検整備
（大型パッケージ型空気調和機）

2回 ● ●

空気調和機点検整備
（マルチエアコン）

2回 ● ●

換気扇等吸込口・
空調機吹出口清掃

1回※ ● ●
全対象設備を2回
に分けて実施

厨房フードグリスフィルター等清掃 12回 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

厨房給排気ダクト清掃 1回 ●

加湿用軟水装置点検 2回 ● ●

冷媒漏えい点検（定期点検） 1回/3年※

2024年度実績な
し。
2028年度に実施が
必要

水槽清掃

　飲料水槽 1回 ●

　雑排水槽、雨水・湧水槽、消防水槽 2回 ● ●

給湯用ボイラー点検整備 1回 ●

厨房等排水管高圧洗浄 1回 ●

中央監視装置点検 1回 ●

消防用設備点検

　機器点検 2回 ● ●

　総合点検 1回 ●

エレベーター点検

　定期点検 12回 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　法定定期検査 1回 ●
宿泊棟（2基）

管理研修棟（1基）

室内空気環境測定 6回 ● ● ● ● ● ●

年間実施計画（現行受託者による2024年度実績）
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年回数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 備考

飲料水水質検査

　給水系統

　　ビル管理法16項目 2回 ● ●

　　消毒副生成物12項目 1回 ●

　給湯系統

　　ビル管理法16項目 1回 ●

　　消毒副生成物12項目 1回 ●

害虫駆除・消毒 2回 ● ●

　うち、食堂及び厨房の衛生害虫、
  及び厨房の有害動物

12回 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

簡易専用水道検査 1回 ●

特定建築物衛生管理状況調査 1回 ●

食堂POSシステム保守

　定期点検 1回 ●

　障害復旧対応等 随時

自動ドア保守 2回 ● ●

ホテルカードロックシステム保守 随時

客室温水洗浄便座の整備保守 随時

加湿空気清浄機保守

　加湿フィルター等の定期清掃 3回 ● ● ●
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別紙 6-3

設備定期保守点検業務 実施要領

１．電気設備

（１）受変電設備点検

電気事業法第 52条第 1項及び第 4項に定められている保安規定に基づき、

電気工作物全般の安全性及び劣化度を調査し、安全な電気の供給ができるよう

法定点検及び整備（各部清掃、接続部増締め等を含む。）を行う。

ア．対象設備（別紙 6-4, 11-3）

（ａ）引込柱 一式

①高圧気中負荷開閉器

（ｂ）受電キュービクル 一式

①断路器、計器用変成器、真空遮断器、真空電磁接触器、高圧負荷開閉器、

コンデンサ、直列リアクトル、変圧器

②低圧電灯盤（3面）、低圧動力盤（3面）、非常用動力盤、非常用電灯盤

③過電流継電器（8個）、不足電圧継電器（1個）、地絡過電圧継電器（1個）、

漏電

（ｃ）警報試験（6個）、

①計器用変圧器・変流器（受電、コンデンサ系統、電灯回路、動力回路、

引込開閉器）

イ．作業内容・方法

（ａ）引込柱

①接地抵抗測定記録

②保護継電器特性試験記録

③遮断器・開閉器点検記録

（ｂ）受電キュービクル

①接地抵抗測定記録（A、B、D種）

②高圧絶縁抵抗測定記録

③低圧絶縁抵抗測定記録

④保護継電器特性試験記録

⑤コンデンサ・リアクトル点検記録

⑥計器用変圧器・変流器点検記録

⑦遮断機・開閉器点検記録

⑧変圧器点検記録

⑨母線・線路点検記録

⑩変電所・附帯設備点検記録

⑪ケーブル絶縁診断記録

ウ．作業周期

年 1回

161



（２）自家用発電設備点検整備

防災用自家発電設備としての設備の安全確保及び長期的保全のため、消防法の

規定に基づく総合点検（C点検）を行う。

ア．対象設備

非常用発電機（西日本発電機製）：1基

イ．作業内容・方法

（ａ）消防法の規定に基づく点検

①外観点検、機能点検、作動点検（始動・停止試験を含む）、総合点検

（絶縁抵抗測定試験、接地抵抗測定試験、非常停止試験・保安警報装置

試験を含む。）

（ｂ）設備の運用・保全のための点検・調整

①燃料系統、潤滑油系統、冷却水系統、弁装置、過給系統、保護装置、そ

の他付属装置

ウ．作業周期

年 1回

（３）直流電源装置点検

防災用非常用電源としての設備の安全確保及び長期的保全のため、点検及び整

備（蓄電池端子部等清掃・締付確認を含む。）を行う。

ア．対象設備

（ａ）非常用（非常灯用）直流電源装置（HS250E × 54セル）：一式

（ｂ）自家発電設備用直流電源装置（REH40-12 × 2セル）：一式

イ．作業内容・方法

整流器及び蓄電池の、外観点検、各部品チェック、各部接続状態、電圧測定、

比重・内部抵抗測定（蓄電池のみ）、各種警報動作

ウ．作業周期

年 1回

（４）構内電話交換設備保守

センター内電話通信設備の安定的な稼働及び長期的保全のため、点検及び保守

を行う。また、保守は製造者によることを基本とする。

ア．対象設備

交換機本体（CrosCore2XL）及び MDF：一式

（フロント事務所設置）

イ．作業内容・方法

（ａ）交換機室内環境点検

（ｂ）主配線盤目視点検

（ｃ）交換機本体外観点検

（ｄ）交換機内部（ランプ表示、電圧等）
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（ｅ）交換機能点検（システム稼働状態、局線発着信試験、内線発着信試験、

各種信号音確認、故障情報出力等）

（ｆ）電源装置点検（外観点検は毎月 1回、電圧測定は 1回/6ヵ月）

（ｇ）バックアップファイル作成、故障ログ収集

（ｈ）故障受付、故障対応（復旧後の動作確認を含む）

ウ．作業周期

（ａ）交換機本体、主配線盤点検

年 12回

（ｂ）故障受付・対応

随時

２．空気調和設備

（１）空気調和機フィルター清掃

設備の空調効率向上（吸気負荷の低減）のため、定期的に各機器のフィルター

を取り外し洗浄する。

ア．対象設備

（ａ）大型パッケージ型空気調和機：4系統（AC-2, AC-3, AC-4-1, AC-4-2）

（ｂ）マルチエアコン ： 89基

（ｃ）宿泊棟ルームエアコン ： 150基

（ｄ）全熱交換機 ： 47基（小型全熱交換機は含まない）

イ．作業内容・方法

（ａ）プレフィルター取外し、水洗い洗浄、乾燥後再取付。

ただし、マルチエアコンの一部機器（AC-5, AC-10, AC-11, AC-13,

AC-14,AC-15）は、予備フィルターを取付

（ｂ）ダストボックス清掃（宿泊棟ルームエアコン）

（ｃ）内機吸込みパネル清掃（マルチエアコン、宿泊棟ルームエアコン）

ウ．作業周期

年 4回

ただし、大型パッケージ型空気調和機は、AC-2及び AC-3は年 9回（中間季

外毎月 1回）、AC-4-1及び AC-4-2は年 2回とする。

（２）空気調和機点検整備（大型パッケージ型空気調和機）

設備の安定的な稼働及び長期的保全のため、点検及び保守を行う。

ア．対象設備

（ａ）AC-2（ロビー系統）

（ｂ）AC-3（食堂系統）

（ｃ）AC-4-1、AC-4-2（体育館系統）

イ．作業内容・方法

（ａ）冷媒漏れ、油漏れ、運転音及び振動
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（ｂ）機器関係（凝縮機、圧縮機、膨張弁、四方弁）

（ｃ）送風機（ベアリング、Vベルト、エアフィルター、軸受）

（ｄ）電装関係、その他付属機器（配管・弁、ドレン等）

（ｅ）運転状況記録（電圧、電流、圧力、吐出・吸込温度、冷媒温度、絶縁

抵抗値）

ウ．作業周期

年 2回

（３）空気調和機点検整備（マルチエアコン）

設備の安定的な稼働及び長期的保全のため、点検及び保守を行う。

ア．対象設備

系統：AC-1-1、AC-1-2、AC-1-3、AC-5、AC-5-2、AC-6、AC-7、AC-8、AC-9-1、

AC-9-2、AC-10、AC-11、AC-12、AC-13、AC-14、AC-15、AC-16、AC-19、AC-20

イ．作業内容・方法

（ａ）圧縮機・凝縮器（室外機）点検

電流値・絶縁抵抗測定、熱交換温度（凝縮）、圧力、冷媒温度、冷媒漏

れ、電気系統

（ｂ）蒸発器（室内機）点検

電流値・絶縁抵抗測定、熱交換温度（蒸発）

（ｃ）運転音、外観、伝送状態（中央監視盤、リモコン）

ウ．作業周期

年 2回

（４）換気扇等吸込口・空調機吹出口清掃

設備を清潔な状態に保つため、換気、空調用の吸込口、吹出口の粉塵等を除去、

清掃する。

ア．対象設備

（ａ）トイレ等換気扇吸込口：16カ所

（ｂ）管理研修棟：9ヵ所（湯沸室を含む）、体育館：5ヵ所（シャワー室を含

む）、宿泊棟：2ヵ所（1階）

（ｃ）宿泊棟換気扇吸込口：15カ所

（2階～6階各階の洗濯室、湯沸室、旧リネン室）

（ｄ）全熱交換機

（HEX-3）

吸込口：2ヵ所、吹出口：1ヵ所

（HEX-5）

吸込口：1ヵ所、吹出口：1ヵ所

（HEX-6）

吸込口：2ヵ所、吹出口：2ヵ所
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（ｅ）大型パッケージ型空気調和機吸込口

AC-2：2ヵ所、AC-3：5ヵ所、AC-4：8ヵ所

（ｆ）空気調和機吹出口

AC-1：28カ所、AC-2：23ヵ所、AC-3：24ヵ所、AC-6：19ヵ所

イ．作業内容・方法

（ａ）各吸込口

外面を雑巾で清掃。カバー取外しが可能な箇所は、内面・外面を雑巾で

清掃後、再取付。

（ｂ）空気調和機、全熱交換機吹出口

アネモ取外し、内面・外面を雑巾で清掃後、再取付。

ウ．作業周期

年 1回

（５）厨房フードグリスフィルター等清掃

厨房に設置されているレンジフード、グリスフィルター等を、火災予防及び

衛生環境確保のため清掃を行う。また、調理人用に厨房に設置されているスポ

ットクーラーの空調効率向上（吸気負荷の低減）のためフィルターを清掃する。

ア．対象設備

（ａ）レンジフード：2基

（900mm × 2000mm × 3000mm、900 mm × 900mm × 3800mm）

（ｂ）グリスフィルター：24枚

（ｃ）油脂受け：4個

（ｄ）スポットクーラー：3基

イ．作業内容・方法

（ａ）グリスフィルター取外し、専用洗剤で洗浄、乾燥。なお、取付は予備

フィルターで行う。

（ｂ）レンジフード内外に付着している油汚れを、洗浄洗剤を用いたウエスで

除去・洗浄後、拭取り仕上げ。

（ｃ）油脂受けを取外し、油脂・ゴミを除去・洗浄、再取付。

（ｄ）スポットクーラーフィルター取外し、洗剤で洗浄、乾燥。なお、取付は

予備フィルターで行う。

ウ．作業周期

年 12回

（６）厨房給排気ダクト清掃

厨房に設置されている給排気ダクトを、火災予防及び衛生環境確保のため清掃

を行う。
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ア．対象設備

給排気ダクト（吸込口：2ヵ所、防火用シャッター：4枚を含む）、給気ファ

ン、排気ファン

イ．作業内容・方法

（ａ）V型フィルター取付枠、グリスフィルター、フード立上り清掃（年 12回

のレンジフード清掃箇所は除く）。

（ｂ）ダクト清掃

（ｃ）防火用シャッター清掃、開閉確認（手動）

（ｄ）給気ファン清掃（羽根車、軸受等）、Vベルト交換。

（ｅ）排気ファン清掃（羽根車、軸受等）、Vベルト交換。

ウ．作業周期

年 1回

（７）加湿用軟水装置点検

冬季空調（暖房）における、空気調和機加湿モジュール用の軟水装置の安定的

な稼働及び長期的保全のために点検を実施する。

ア．対象設備

軟水装置：1基

イ．作業内容・方法

（ａ）本体等目視点検

（ｂ）試運転による制御部、生成・貯水部、ポンプ等、動作確認、調整

（ｃ）軟水硬度測定

（ｄ）原塩納入（年間、20kg入り 5袋程度）

ウ．作業周期

年 2回

（８）冷媒漏えい点検（定期点検）

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（フロン排出抑制

法）の規定に基づき、圧縮機の定格出力が7.5KW以上、50KW未満の空調機器の

定期点検を行う。

ア．対象設備

系統：AC-1-1、AC-1-2、AC-1-3、AC-2、AC-3、AC-5、AC-6、AC-10、AC-11、

AC-13、AC-14、AC-15

イ．作業内容・方法

機器製造者が定める間接法点検を基本とする。

（ａ）システム点検（目視点検）

（ｂ）間接法（各指示値の測定）
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ウ．作業周期

1回/3年（2028年度に実施が必要）

３．給排水衛生設備

（１）水槽清掃

飲料水槽（高置水槽、給湯補給水槽）は、「建築物における衛生的環境の確保に

関する法律」（ビル管理法）の規定に基づき、水槽を定期的に清掃する。

雑排水槽、雨水・湧水槽、消防水槽は、衛生的な管理環境を保つため、水槽を

定期的に清掃又は点検する。

ア．対象設備

（ａ）飲料水槽
3 3（ｂ）高置水槽：2槽（各 4m 、SUS製、有効水量 6 m ）

3（ｃ）給湯補給水槽：1槽（2 m 、SUS製）
3（ｄ）雑排水槽：3槽（計 25 m 、コンクリート製）

3（ｅ）雨水・湧水槽：4槽（計 30 m 、コンクリート製）
3（ｆ）消防水槽：14槽（計 90m、コンクリート製）

イ．作業内容・方法

（ａ）飲料水槽

①排水後、高圧洗浄機、ブラシを用いて洗浄する。

②槽内部のさび、異物、沈殿物の有無、マンホール蓋の異常の有無、警報

装置の作動状況、水抜管・オーバーブロー管の防虫網の有無の点検。

③次亜塩素酸ナトリウムによる消毒後（2回）、水張り、復旧する。

④清掃前（水槽内）、清掃後（末端水栓）の残留塩素を測定、正常値である

ことを確認する。

（ｂ）雑排水槽、雨水・湧水槽、消防水槽

①排水後、槽内酸素濃度を測定し安全確認の上で作業に着手する（消防水

槽は除く）。

②高圧洗浄機、ブラシを用いて洗浄する（消防水槽は除く）。

③槽内部異物、沈殿物の有無、マンホール蓋の異常の有無、警報装置の作

動状況、通気管の防虫網の有無の点検。

ウ．作業周期

（ａ）飲料水槽

1回/年

（ｂ）雑排水槽、雨水・湧水槽、消防水槽

2回/年

（２）給湯用ボイラー点検整備

宿泊棟給湯用の本設備の安定的な稼働及び長期的保全のため、点検整備を行う。
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ア．対象設備

（ａ）ガス炊き真空ボイラー：2基（13A都市ガス使用）
3（ｂ）貯湯槽：2槽（各 2.78m 、SUS製）

イ．作業内容・方法

（ａ）ボイラー洗缶整備、煙管・煙箱・煙道内の清掃

（ｂ）バーナー分解整備（燃焼装置、電気回路、安全装置、抽気装置他）、燃焼

状態点検

（ｃ）貯湯槽清掃

（ｄ）煤煙濃度測定、及び測定値が基準値内であることを確認（北九州市公害

防止条例の規定に基づく）

ウ．作業周期

1回/年

（３）厨房等排水管高圧洗浄

管閉塞を防ぎ、汚水の円滑な流下のため、排水管内を定期的に清掃する。

ア．対象設備

（ａ）厨房系統排水管：～90m（グリストラップ排水口から構内最終ますまで）

（ｂ）生ごみ処理機排水管：～6m（同機ドレンから直近のますまで）

イ．作業内容・方法

（ａ）管内高圧洗浄による内面付着油脂、固形物、夾雑物の除去

（ｂ）洗浄作業は、各ます、グリストラップ排水口、ドレン排水口から行う。

ウ．作業周期

1回/年

４．監視制御設備

（１）中央監視装置点検

センター内の空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備等の監視・制御等を

目的に設置している中央監視装置等の、安定的な稼働及び長期的保全のために

点検を実施する。

ア．対象設備

中央監視装置 エミット・ビルコントローラ WeLBA-500（パナソニック製）

（ａ）センター装置(PC)：1基 （設備事務室設置）

（ｂ）リモートステーション盤：7カ所

（ｃ）ICONT：1基 （リモートステーション盤（RS-B2）内設置）

イ．作業内容・方法

（ａ）清掃、動作確認（センター装置）

（ｂ）清掃、電圧測定、端末機の動作確認（リモートステーション）
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（ｃ）清掃、外観点検、機能動作点検、監視機能点検（データバックアップを

含む）、電圧測定、波形観測（ICONT）

（ｄ）各ポイント確認（発停、状態、警報、計測、計量、設定）

ウ．作業周期

年 1回

５．防災設備

（１）消防用設備点検

消防法、同法施行規則に基づく消防庁告示により、各設備の外観・機能点検

及び総合点検を実施する。設備の点検は、消防法の規定に基づき、消防用設備

の種類ごとに実施する。

ア．対象設備

別紙 11-5のとおり

イ．作業内容・方法

（ａ）機器点検

適正な配置、損傷、漏水の有無等の外観点検、及び各機器の機能につい

て外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認する。

（ｂ）総合点検

消防用設備の全部若しくは一部を作動させ、又は消防用設備を使用する

ことにより、当該設備の総合的な機能を確認する。

（ｃ）点検結果の所轄消防署への報告代行手続きを行う。

ウ．作業周期

（ａ）機器点検

年 2回

（ｂ）総合点検

年 1回

６．搬送設備

（１）エレベーター点検

建築基準法の規定に基づき、乗用エレベーターの定期点検（POG契約）及び法定

定期検査を行う。点検及び検査は製造者によることを基本とする。これに拠ら

ない場合は、部品交換や不具合時の、製造者からの純正部品の供給及び同修理

技術者の派遣等の体制を整えること。

ア．対象設備

（ａ）ロープ式インバーター制御方式（宿泊棟、停止数 6カ所、東芝エレベー

ー製）：2基

（ｂ）ロープ式機械室レス式（管理研修棟、停止数 4か所、東芝エレベーター

製）：1基
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イ．作業内容・方法

（ａ）運転状態（かご、のりば、戸）、機械室（制御盤、電動機、巻上機、調速

機、ブレーキ等）、かご関係（かご内機器等）、昇降路・ピット関係、の

りば関係、その他付加装置の点検、及び清掃・注油・調整。

（ｂ）その他、国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築保全業務共通仕様書(最新版)」

 第 2編 定期点検等及び保守に準ずる点検。

（ｃ）法定定期検査の特定行政庁への報告代行手続きを行う。

ウ．作業周期

（ａ）定期点検

年 12回

（ｂ）法定定期検査

年 1回

７．ビル衛生管理

（１）室内空気環境測定

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「ビル管理法」という。）

の規定に基づき、特定施設の各階ごとの居室において、室内の空気環境を定期

的に測定する。

ア．対象設備

測定ポイント 12ヵ所

（ａ）管理研修棟 1階：事務室、会議室、ロビー、図書室、食堂

（ｂ）管理研修棟 2階：研修監理員室、講師室

（ｃ）管理研修棟 3階：実習室、大会議室

（ｄ）宿泊棟 1階：ラウンジ、オーディオルーム

（ｅ）玄関（外気）

イ．作業内容・方法

各測定ポイントで、1日 2回、温度、相対湿度、気流、二酸化炭素、一酸化

炭素、浮遊粉塵量を測定の上、衛生管理基準値に基づき分析する。

ウ．作業周期

年 6回

（２）飲料水水質検査

ビル管理法の規定に基づき、特定施設における飲料水の水質検査を、給水系統、

給湯系統それぞれ定期的に実施する。

ア．対象設備

（ａ）給水系統：食堂厨房内給水栓（1ヵ所）

（ｂ）給湯系統：宿泊棟内給湯栓（1ヵ所）

170



イ．作業内容・方法

（ａ）ビル管理法に基づく水質検査 16項目

作業周期に従い実施する。また 1回目の検査で、16項目のうち規定する

5 項目が基準に適合していた場合は、2 回目の検査では当該項目は省略

して、ビル管理法 11項目のみを実施することができる。

（ｂ）消毒副生成物 12項目

6月から 9月までの間に実施する。

ウ．作業周期

（ａ）給水系統

①ビル管理法 16項目：年 2回

②消毒副生成物 12項目：年 1回

（ｂ）給湯系統

①ビル管理法 16項目：年 1回

②消毒副生成物 12項目：年 1回

（３）害虫駆除・消毒

ビル管理法の規定に基づき、センター内各箇所の衛生害虫（ゴキブリ、ハエ、

カ）、及び食堂厨房の有害動物（ネズミ）を駆除するため、害虫等駆除・消毒に

係る防除作業を実施する。

ア．対象設備

（ａ）衛生害虫

①管理研修棟地階～3階

（構内ごみ置き場、地下雑排水槽内部を含む。）

②図書室

③体育館

④宿泊棟 1階～6階

⑤食堂及び厨房

（ｂ）有害動物

①厨房

イ．作業内容・方法

（ａ）衛生害虫

①生存状況の点検

②適正量の薬剤（エアローチ、エクスミン乳剤、サフロチン VP乳剤）を、

適正な方法で散布。

③食堂及び厨房は、薬剤散布に加えて、適正量の喫食剤（マックスフォー

スジェル K、ゴキアウト MC）を設置。

（ｂ）有害動物

①生存状況の点検
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②適正量の固形喫食剤（ネズトロン）及び捕捉シート（ネズミ粘着シート）

を設置。

ウ．作業周期

年 2回（食堂及び厨房の衛生害虫、及び厨房の有害動物は年 12回とする）

（４）簡易専用水道検査

水道法の規定に基づき、センターが設置する簡易専用水道（小規模貯水槽水道

施設）の管理状況について検査を受ける。

ア．対象設備
3 3高置水槽 （全容量 8.0m 、有効容量 6.4m ）

イ．作業内容・方法

（ａ）水槽各部の外観検査

（ｂ）書類検査（飲料水水質検査記録、飲料水槽清掃記録、残留塩素測定記録）

（ｃ）残留塩素測定（末端水栓 1ヵ所）

ウ．作業周期

年 1回

（５）特定建築物衛生管理状況調査

ビル管理法の規定に基づき、特定建築物における衛生管理の状況について検査

を受ける。

ア．対象設備

センター内各箇所

イ．作業内容・方法

調査票の事前記入・作成（各種帳簿書類等の整備状況、空気環境の調整、給

水装置の管理、排水槽の清掃、ネズミ等の防除、他）

ウ．作業周期

年 1回

８．その他の設備

（１）食堂 POSシステム保守

食堂での円滑な注文受付、販売管理等を目的に設置している POSレジ（販売管

理用レジスター）等の、安定的な稼働及び長期的保全のために点検及び保守を

行う。また、点検及び保守は製造者によることを基本とする。

ア．対象設備

（ａ）POSレジ

WebSpeezaSL-TH：1基、WebRisePlus：1基

（ｂ）釣銭機、釣札機

WebSpeezaSL-THの釣銭機、釣札機 1基、

WebRisePlus用釣銭機、釣札機 1基

（いずれも寺岡精工製；食堂設置）
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イ．作業内容・方法

製造者が規定する「通常保守契約（基本保守契約）」に準ずるものとする。

（ａ）定期点検（年1回）

（ｂ）POSレジ、釣銭機、釣札機の障害復旧対応

（ｃ）その他、製造者が規定する約款に定める事項

なお、消耗部品（サーマルヘッド等）保守約款に準ずる部品の交換が必要な

際は、別途発注者が負担する。

ウ．作業周期

（ａ）定期点検

年 1回

（ｂ）障害復旧対応等

随時

（２）自動ドア保守

安全かつ良好な運転状態を維持させ、その性能を保持するために点検を行う。

ア．対象設備

フロントロビー正面玄関 2台（内側、外側）、宿泊棟入口 1台

イ．作業内容・方法

（ａ）作業動作（自動ドア安全ガイドラインに則る）点検

（ｂ）各部清掃、注油、ボルト・ビス類の締付

（ｃ）不具合箇所の報告、改善提案

ウ．作業周期

年 2回

（３）ホテルカードロックシステム保守

センター内ホテルカードロックシステムの安定的な稼働及び長期的保全のた

め、点検及び保守を行う。また、保守は製造者によることを基本とする。

ア．対象設備

宿泊棟 147室、フロント設置のカード発行部一式、

イ．作業内容・方法

宿泊棟 147室のドアノブ設置の単三アルカリ電池（4本/個）の交換

ウ．作業周期

随時

（４）客室温水洗浄便座の整備保守

ア．対象設備

宿泊棟 1階（3台）、宿泊棟 2階から 6階（131台)、健康相談室 1台、体育

館（3台）、管理研修棟トイレ（12台）

イ．作業内容

・便座スイッチの ONOFF（4月に動作確認（OFF）、11月に動作確認（ON））

・リモコン設置箇所の電池交換（トイレ流水音発生器含む）
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ウ．作業周期

随時

（５）加湿空気清浄機保守

ア．対象設備

宿泊棟の全客室 131台

・ダイキン ACK55X-W（2021年製）

管理研修棟 34台

・ダイキン ACK70X-W（2021年製）

イ．作業内容・方法

（ａ）加湿フィルターユニット及び加湿トレーの定期清掃

（ｂ）清掃整備費（消耗品交換含む）

ウ．作業周期

（ａ）加湿フィルター及びトレーの定期清掃 年 3回

（12月上旬、2月上旬、4月上旬）

（ｂ）加湿フィルターユニット及び集塵フィルター交換整備（10 年を目安）

以上
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